
時 分 ～ 時 分 □ 定休日

時 分 ～ 時 分 □ 定休日

時 分 ～ 時 分 □ 定休日

時 分 ～ 時 分 □ 定休日

時 分 ～ 時 分 □ 定休日

時 分 ～ 時 分 □ 定休日

時 分 ～ 時 分 □ 定休日

0 日 0 日

1月21日（金）

1月22日（土）

1月23日（日）

1月24日（月）

1月25日（火）

1月26日（水）

1月27日（木）

1月28日（金）

1月29日（土）

1月30日（日）

1月31日（月）

2月1日（火）

2月2日（水）

2月3日（木）

2月4日（金）

2月5日（土）

2月6日（日）

2月7日（月）

2月8日（火）

2月9日（水）

2月10日（木）

2月11日（金）

2月12日（土）

2月13日（日）

※１）複数の対象店舗を有する場合は、この様式をコピーして各店舗分を作成してください。

※３）「店舗についての情報」に記載した、最も遅くまで営業している曜日の時間を、最長の営業時間とします。
　　　（曜日ごとに判断せず、最も遅い曜日の時間で統一してください）

0日数合計（○の数） 0 0 0 0

東
紀
州
地
域
以
外
は
2
3
日
ま
で
、

東
紀
州
地
域
は
3
1
日
ま
で
猶
予
期
間

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
適
用
期
間
（

東
紀
州
地
域
は
1
月
3
1
日
～
）

協力日数(1)
（下記の日数を集計して記入し、別紙①2/2と

の合計を、別紙②に記入してください）

時短営業の状況

20時までの時短
かつ酒類なし
（定休日・休業

含む）

20時を越える

　以下の日付ごとに、該当欄へ○を入力してください。（※２）
　（猶予期間を除き、いずれにも○がつかない日がある場合は、要請に応じていないので、協力金は全店舗支給対象外です）

21時までの時
短営業（酒類
提供可）

店舗についての情報　※１

別紙①(1/2)

フリガナ

店舗名

店舗所在地
〒

【第６期】飲食店時短営業等実施店舗 ≪この様式は、１店舗につき2ページ作成してください≫　

20時までの時短かつ酒
類提供なし（定休日・

休業含む）

認証店/非認証店

最長の営業時間（※３）

※２）要請中の営業時間を記載してください。20時以降持ち帰り（テイクアウト）や宅配（デリバリー）のみとした場合は、
　　　その部分の営業時間を除外して記載してください。

月曜日

日曜日

土曜日

金曜日

木曜日

水曜日

火曜日

通常の営業時間

要請前の通常の営業時間を
記載してください

20時まで
又は休業

認証店
21時まで

非認証店 あんしん みえリア認証店

20時を越え21時までに終了 21時を越える

20時までの時短
かつ酒類なし
（定休日・休業

含む）

20時から21
時まで通常
営業（支給
対象外）



0 日 0 日

2月14日（月）

2月15日（火）

2月16日（水）

2月17日（木）

2月18日（金）

2月19日（土）

2月20日（日）

2月21日（月）

2月22日（火）

2月23日（水）

2月24日（木）

2月25日（金）

2月26日（土）

2月27日（日）

2月28日（月）

3月1日（火）

3月2日（水）

3月3日（木）

3月4日（金）

3月5日（土）

3月6日（日）

※１）複数の対象店舗を有する場合は、この様式をコピーして各店舗分を作成してください。

※３）「店舗についての情報」に記載した、最も遅くまで営業している曜日の時間を、最長の営業時間とします。
　　　（曜日ごとに判断せず、最も遅い曜日の時間で統一してください）

全
地
域
共
通

【第６期】飲食店時短営業等実施店舗 ≪この様式は、１店舗につき2ページ作成してください≫　 別紙①(2/2)

店舗についての情報　※１

フリガナ

店舗名

20時を越え21時までに終了 21時を越える

20時までの時短
かつ酒類なし
（定休日・休業

含む）

20時から21
時まで通常
営業（支給
対象外）

20時までの時短かつ酒
類提供なし（定休日・

休業含む）

21時までの時
短営業（酒類
提供可）

協力日数(2)
（下記の日数を集計して記入し、別紙①1/2と

の合計を、別紙②に記入してください）

20時まで
又は休業

認証店
21時まで

　以下の日付ごとに、該当欄へ○を入力してください。（※２）
　（猶予期間を除き、いずれにも○がつかない日がある場合は、要請に応じていないので、協力金は全店舗支給対象外です）

認証店/非認証店 非認証店 あんしん みえリア認証店

20時を越える

20時までの時短
かつ酒類なし
（定休日・休業

含む）

最長の営業時間（※３）

時短営業の状況

※２）要請中の営業時間を記載してください。20時以降持ち帰り（テイクアウト）や宅配（デリバリー）のみとした場合は、
　　　その部分の営業時間を除外して記載してください。

日数合計（○の数） 0 0 0 0 0

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
適
用
期
間



○

○

いいえ

いいえ

① ②

東紀州地域以外⇒令和4年1月20日

東紀州地域⇒令和4年1月30日

③ 円 日 ④ 円

日数

⑤ 円 ÷ ＝ ⑥ 円

東紀州地域以外⇒45日

東紀州地域⇒35日

⑦ 円 × 0.4 ＝ ⑧ 円 （千円未満切り上げ）

【上限額計算】

円 × 0.3 ＝ ⑨ 円 ⑩

【２１時まで・酒ありの協力金額計算】

円 日 ⑪

円 日 ⑫

※「２０時までの時短」と「酒なし」の両方が必須です。

※定休日・休業日は「２０時まで、かつ酒なし」に入れてください

⑪＋⑫＝

※エクセルファイルのシートでは保護がかかっており、色付きのセルのみ入力可能です。

当該店舗の支給額

【２０時まで、かつ酒なしの協力金額計算】

協力金日額（⑧と⑩の低い方） 協力日数合計（※） 小計

（千円未満切り上げ）

協力金日額（⑧、⑨、⑩で最も低い額） 協力日数合計 小計

× 0 ＝

× 0 ＝

参照売上高（日額）（④） 上限額A 上限額B

¥200,000

売上高減少額（日額） 協力金の算定基準額（日額）

日額（令和4年） 売上高減少額(日額)　④－⑥

⑦ 円

※1円未満切り上げ

該当する売上台帳（提出必須）をご準備の上、
以下を記入して支給額を確定してください。※売上高等は全て税抜きで記入

開業日 東紀州地域ですか？ 要請期間の前日

はい / いいえ

①開業日～②要請期間前日まで
の売上高

①開業日～②要請期間前日まで
の日数

参照売上高（日額）
※1円未満切り上げ

÷ ＝

要請期間中の売上高合計

はい

 開業日から要請期間前日までと比べて、要請期間中の売上高は、1日当た
りで減少していますか？

通常の売上高方式・売上高減少額方式、又は「新規開業特
例（要請期間中の開業）」をご利用ください。

はい

新規開業特例・売上高方式が採用できる方（大企
業以外）は、そちらもご検討ください。

売上高が減少していないので、この方式では申請できませ
ん。新規開業特例・売上高方式をご利用ください。なお、
売上高方式を利用できない方（大企業）は、申請できませ
ん。

開業日は、令和3年1月2日以降で、かつ令和4年1月20日以前（東紀州地域は令和4年1月30日以前）ですか？

【新規開業特例（1年未満）】
【売上高減少額方式】

別紙②-Ｄ　店舗ごとの協力金支給申請額計算書

店舗名

売上高方式又は売上高減少額方式のいずれかを提出してください。

店舗ごとに作成し、当該店舗の支給額を、支給申請書兼請求書（第１号様式）に転記してください。

○
記入いただく「売上高」は、全て税抜きです。また、店内での飲食品の提供以外は除きます（※）。

※持ち帰り（テイクアウト）、宅配（デリバリー）、指名料・同伴料、等は×

店舗ごとの協力金支給申請額計算書
【まん延防止等重点措置期間（１/２１～３/６）】※東紀州地域は１/３１～３/６

以下の質問を基に、該当する計算方法を選択していただき、数値を記入してください。


